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後期高齢者医療制度のお知らせ

減
額
認
定
証
も

新
し
く
な
り
ま
す

後期高齢者
医療制度

問い合わせ

 北海道後期高齢者医療広域連合

 (札幌市中央区南２条西14丁目　国保会館６階)

　　　011-290-5601

 市民課国保高齢医療係(名寄庁舎１階)

　　　01654③2111(内線3118)

険
料
の
減
免

保

　
現
在
ご
使
用
の
保
険
証
は
７
月
31
日
(水)

で
失
効
し
、
使
用
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　
７
月
中
に
新
し
い
保
険
証
（
有
効
期
限

が
令
和
２
年
７
月
31
日
）
を
簡
易
書
留
郵

便
で
送
付
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
(木)
以

降
は
お
持
ち
の
桃
色
の
保
険
証
を
破
棄
し

て
、
だ
い
だ
い
色
の
保
険
証
を
ご
使
用
く

だ
さ
い
。

　
　
　▲

保
険
証(

最
新
は
だ
い
だ
い
色)

険
料
の
支
払
い
方
法

保

　
保
険
証
と
同
様
に
減
額
認
定
証
（
限
度

額
適
用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
）
も

７
月
31
日
(水)
で
失
効
し
、
使
用
で
き
な
く

な
り
ま
す
。

　
引
き
続
き
交
付
対
象
に
該
当
す
る
方
は
、

７
月
中
に
保
険
証
と
と
も
に
減
額
認
定
証

(

有
効
期
限
は
保
険
証
と
同
じ)

を
送
付
し
ま

す
の
で
、
８
月
１
日
(木)
以
降
は
お
持
ち
の

水
色
の
減
額
認
定
証
を
破
棄
し
て
、
黄
緑

色
の
認
定
証
を
ご
使
用
く
だ
さ
い
。

　
　
　
　
　▲

認
定
証(

最
新
は
黄
緑
色)

険
証
が
新
し
く
な
り
ま
す

保

見 本

　
保
険
証
と
同
様
に
限
度
額
適
用
認
定
証

も
７
月
31
日
(水)
で
失
効
し
、
使
用
で
き
な

く
な
り
ま
す
。

　
引
き
続
き
交
付
対
象
に
該
当
す
る
方
は
、

７
月
中
に
保
険
証
と
と
も
に
限
度
額
適
用

認
定
証(

有
効
期
限
は
保
険
証
と
同
じ)

を
送

付
し
ま
す
の
で
、
８
月
１
日
(木)
以
降
は
お

持
ち
の
水
色
の
限
度
額
適
用
認
定
証
を
破

棄
し
て
、
黄
緑
色
の
認
定
証
を
ご
使
用
く

だ
さ
い
。

　
　
　
　
　▲

認
定
証(

最
新
は
黄
緑
色)

減額認定証の交付条件

　区分Ⅱ　世帯全員が住民税非課税で

　　　　　区分Ⅰに該当しない方

　区分Ⅰ　世帯全員が住民税非課税で

　　　　　ある方のうち、次のいずれ

　　　　　かに該当する方

　　　　　・世帯全員の所得が０円の

　　　　　　方（公的年金収入のみの

　　　　　　場合、その受給額が80万

　　　　　　円以下の方）

　　　　　・老齢福祉年金を受給して

　　　　　　いる方

見 本

限
度
額
適
用
認
定
証
も

新
し
く
な
り
ま
す

　
災
害
、
失
業
な
ど
に
よ
る
所
得
の
大
幅

な
減
少
な
ど
に
よ
り
、
保
険
料
の
支
払
い

が
困
難
な
方
に
つ
い
て
は
、
保
険
料
の
減

免
が
受
け
ら
れ
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　
保
険
料
の
支
払
い
は｢

年
金
天
引
き｣

か

｢

口
座
振
替｣

ど
ち
ら
か
選
択
で
き
ま
す
。

　
口
座
振
替
を
希
望
す
る
方
は
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

※

年
金
天
引
き
か
ら
口
座
振
替
に
切
り
替

　
わ
る
時
期
は
、
申
し
出
の
時
期
に
よ
り

　
異
な
り
ま
す
。

※

年
金
天
引
き
の
場
合
、
確
定
申
告
な
ど

　
の
社
会
保
険
料
控
除
は
、
天
引
き
さ
れ

　
る
年
金
の
受
給
者
の
み
が
対
象
で
す
。

　
広
域
連
合
で
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ
ま

の
医
療
費
総
額
な
ど
に
つ
い
て
お
知
ら
せ

す
る｢

医
療
費
通
知｣

を
、
対
象
の
期
間
中

に
医
療
機
関
等
へ
受
診
し
た
方
へ
送
付
し

て
い
ま
す
。
医
療
費
の
推
移
が
一
目
で
わ

か
る
た
め
、
健
康
状
態
の
把
握
や
健
康
管

理
に
活
用
で
き
ま
す
。

　
発
送
月
は
、
９
月
下
旬
と
３
月
初
旬
の

年
２
回
で
す
。

見 本

限度証の交付条件

　現役　　住民税課税所得が690万円以

　並み　　上の被保険者と、その方と同

　 Ⅲ　　 一世帯にいる被保険者の方

　現役　　現役並みⅢに該当せず、住民

　並み　　税課税所得が380万円以上の

　 Ⅱ　　 被保険者と、その方と同一世

　　　　　帯にいる被保険者の方

　現役　　現役並みⅢ･Ⅱに該当しない

　並み　　３割負担の方と、その方と同

　 Ⅰ　　 一世帯にいる被保険者の方

療
費
通
知
を
送
付
し
ま
す

医


